別記FBC-第119号様式
シックハウス関連書類-1

確認申請書　別記第２号様式（第四面）建築物別概要【８．建築設備の種類】の欄に関して添える別紙
	住戸タイプ
	
	タイプ別合計
	
	戸
	※一戸建ての場合は記入不要

	居室ごとの機械換気設備
	階
	階
	階
	階
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	床面積（㎡）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	天井高さ（ｍ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	気積（㎥　）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	換気種別
	□第1種換気設備　　　　　□第2種換気設備　　　　　□第3種換気設備

	
	給気量（㎥　/ｈ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排気量（㎥　/ｈ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	床面積合計（㎡）
	
	気積合計（㎥）
	
	給気量合計（㎥/h）
	
	排気量合計（㎥/h）
	
	換気回数（n/h）
	

	天井裏等への措置
	使用材料

部位名
	種別
	種別
	種別
	種別
	種別
	種別
	種別
	種別
	種別
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	部位名：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	部位名：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	□外壁の措置
	使用材料の種別：
	使用材料の記号：

	
	□間仕切壁１の措置
	使用材料の種別：
	使用材料の記号：

	
	□間仕切壁2の措置
	使用材料の種別：
	使用材料の記号：

	
	□小屋（天井）裏の措置
	使用材料の種別：
	使用材料の記号：

	
	□中間階天井（床裏）内の措置
	使用材料の種別：
	使用材料の記号：

	
	□最下階床裏の措置
	使用材料の種別：
	使用材料の記号：

	
	□
	
	


	※記入上の注意

１．使用材料の種別リスト／ホルムアルデヒド建材種別リスト（内装仕上げにあってはF☆☆☆☆以上、天井裏にあってはF☆☆☆以上で使用制限なし。）
　　④．F☆☆☆☆：規制対象外建材を使用　③．F☆☆☆：第3種建材を使用　②．F☆☆：第2種建材を使用　①．気密層又は通気止め措置　0．天井裏等を機械換気

　　（※上記の④～０のいづれかを使用材料・ホルムアルデヒド建材の種別欄に記入してください。）

２．使用材料の記号リスト

　　A．合板　B．木質系フローリング　C．構造用パネル　D．集成材　E．単板積層材（LVL）　F．MDF　G．パーティクルボード　H．その他の木質建材
　I．ユリア樹脂板　J．壁紙　K．接着剤（現場施工・2次加工）　L．保温材　M．緩衝材　N．断熱材　O．塗料（現場施工）　P．仕上塗材（現場施工）　

Q．接着剤（現場施工）
（※上記で該当するものを選び、使用材料の記号欄に記入してください。）

３．各階平面図に換気計画部分及び換気経路を矢印等により明確にしてください。

４．換気対象外エリアを色彩などにより明確にしてください。

５．居室と廊下等の間に換気経路を設ける場合、左記の　　　　に寸法を記入してください。　換気ガラリ　　　cm２（□扉　□壁）　アンダーカット　　　　ｃｍ（□扉）
６．換気エリア別に作成してください。

７．天井裏等への措置にダクト等の断熱材も記入してください。

８．換気扇の選定においては、ダクト及びフード等の圧力損失の計算が必要です。図面に明記してください。

９．換気扇の特性図を添付してください。

１０．居室の内装に使用する建築材料又は居室に設置する換気設備について、国土交通大臣の認定を受けたものについては、それぞれの認定に係わる認定書の写しを添付してください。（規則第１条の３第1項の表三の（１３）・（１４）項又は第4項の表の（５）項）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者資格：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
確認申請書　別記第２号様式の添付図書　表１（に）項　使用材料表
・居室の区分（□住宅等の居室　□住宅等以外の居室）　　・換気回数（□０．７回／ｈ以上　□０．５回／ｈ以上  □０．３回／ｈ以上）
	室名
	内装の仕上げの部分
	使用建築材料（特定建材）の記号
	ホルムアルデヒド建材種別
	使用面積

（㎡）
	面積係数
	使用面積小計（㎡）
	使用面積合計（㎡）
	床面積合計（㎡）
	判　　定
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	※記入上の注意

１．使用材料の種別リスト／ホルムアルデヒド建材種別リスト（内装仕上げにあってはF☆☆☆☆以上、天井裏にあってはF☆☆☆以上で使用制限なし。）

　　④．F☆☆☆☆：規制対象外建材を使用　③．F☆☆☆：第3種建材を使用　②．F☆☆：第2種建材を使用　①．気密層又は通気止め措置　0．天井裏等を機械換気

　　（※上記の④～０のいづれかを使用材料・ホルムアルデヒド建材の種別欄に記入してください。）

２．使用材料の記号リスト

　　A．合板　B．木質系フローリング　C．構造用パネル　D．集成材　E．単板積層材（LVL）　F．MDF　G．パーティクルボード　H．その他の木質建材

　I．ユリア樹脂板　J．壁紙　K．接着剤（現場施工・2次加工）　L．保温材　M．緩衝材　N．断熱材　O．塗料（現場施工）　P．仕上塗材（現場施工）　

Q．接着剤（現場施工）

（※上記で該当するものを選び、使用材料の記号欄に記入してください。）

３．換気エリア別に作成してください。

４．内装仕上げの部分には、造り付け家具、建具、化粧台等、面的な部分を含みます。
５．規制対象外材料（F☆☆☆☆）のみを使用する場合は、使用建築材料表又は、設計図書にその旨を明記することで、使用面積の計算は不要です。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者資格：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
（参考）

第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限

N２S2＋N3S3≦A
S２：第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積

S３：第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A　：居室の床面積

	居室の種類
	換気回数
	N2（第2種）
	N3（第3種）

	住宅等の居室　※１
	0.7回／ｈ以上
	１．２０
	０．２０

	
	0.5回／ｈ以上０．７回／ｈ未満
	２．８０
	０．５０

	住宅等の居室以外の居室

※２
	0.7回／ｈ以上
	０．８８
	０．１５

	
	0.5回／ｈ以上０．７回／ｈ未満
	１．４０
	０．２５

	
	0.3回／ｈ以上０．５回／ｈ未満
	３．００
	０．５０


※１：住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品販売業を営む店舗の売り場をいう。

※２：以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室全てが含まれます。
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